
公益社団法人日本こども育成協議会賛助会員規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人日本こども育成協議会（以下「本会」という）定款 

第５条第４項に規定する賛助会員に関して、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（賛助会員の資格） 

第２条 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者は、本会の承認を得て賛助

会員となることができる。 

 

（入会の申請） 

第３条 賛助会員になろうとするものは、本会賛助会員規程（以下「本規程」という）を

承認のうえ、別紙「賛助会員入会申込書」に会社概要等を添えて、本会の会長に申し込

むものとする。 

 

（入会の承認） 

第４条 前条の規定により申し込みがあった場合、会長は入会の可否について理事会に諮

る。 

２ 理事会は、会社概要等の資料を基に審議し、入会の可否を決議する。 

３ 入会は、理事会において、出席理事の２／３以上の賛成多数をもって決議されなけ

ればならない。 

４ 会長は、入会の可否について決議されとときは、当該申込者にその旨通知する。 

なお、通知に当たっては、可否の理由は示さないものとする。   

 

（会員資格及び有効期間） 

第５条 賛助会員資格の有効期間は、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間とする。

ただし、年度の途中で入会した場合は、入会承認日から当該入会承認日の属する年度の

末日までとする。 

２ 前項に定める有効期間は、別に定める賛助会員会費請求書の発送をもって自動的に

更新されるものとする。 

３ 賛助会員の資格は、第三者に譲渡し、使用させるなどをしてはならない。 

 

（入会後の事項変更の届け出） 

第６条 賛助会員は、入会の申し込み時の事項に変更が生じたときは、「賛助会員届出事項

変更届」により、速やかに本会に届け出るものとする。 

 

（退会） 

第７条 賛助会員は、別紙「賛助会員退会届」を本会に提出することにより、任意にいつ

でも退会できる。 

  ただし、やむを得ない場合除き、１か月以上前に本会に対して予告するものとする。 

２ 前項により退会した場合、既に納入された賛助会費は返還しないものとし、未納分

の賛助会費があるときは、その納入を免れないものとする。 

 

 

 

 

 

 



（賛助会費） 

第８条 賛助会員は賛助会費を納入しなければならない。 

 ２ 賛助会費の額は、年額１５０，０００円とし、その納入は当該年度の４月末日まで

とする。 

 ３ 新たに入会する場合の取扱いは次によるものとする。 

（１）入会承認月が４月から９月 １５０，０００円 

 （２）入会承認月が１０月から翌年３月 ７５，０００円 

 （３）同項第 1 号及び第 2 号に定める額は、入会承認通知後１か月以内に納入するもの

とする。 

（賛助会員の特典） 

第９条  賛助会員は、次の特典を取得できる。 

（１）理事会の定めるところにより、総会、研修会、講演会、交流会等及び公開理事会

への参加 

（２）理事会の定めるところにより、前号のために作成する資料等への社名及び広告等

の掲載 

（３）本会ホームページの賛助会員紹介サイトに、社名、事業内容、ホームページ URL、

連絡先等の掲載 

（４）本会の活動状況等の提供 

  

（禁止事項） 

第１０条 賛助会員は、以下に掲げる行為を行ってはならない。 

（１）他の賛助会員、第三者若しくは本会の財産及びプライバシーを侵害する行為又は

それらのおそれのある行為 

（２）他の賛助会員、第三者若しくは本会に不利益や損害を与える行為またはそれらの

おそれのある行為 

（３）公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為 

（４）犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれらのおそれのある行為 

（５）本会の運営、活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為 

（６）その他不適切と判断される行為 

２ 賛助会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、本会が賛助会員として不適

格であると判断した場合は、書面による通知により、賛助会員の資格を取り消すことが

できる。この場合、本会に納入した賛助会費は返還しないものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１１条 賛助会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわ

たり該当しないことを確約するものとする。 

（１）暴力団 

（２）暴力団員 

（３）暴力団準構成員 

（４）暴力団関係企業 

（５）総会屋又は特殊知能暴力集団 

（６）その他前各号に準ずる者 

２ 賛助会員は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないこと

を確約するものとする。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的責任を超えた不当な要求行為 

（３）風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて本会の信用を毀損し、又は本会の業務 

を妨害する行為 



（４）脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３ 賛助会員が、第１項各号のいずれかに該当し、若しくは前各号のいずれかに該当す

る行為をし、本会が賛助会員として不適格であると判断した場合は、書面による通知に 

より賛助会員の資格を取り消すことができるものとする。この場合、本会に納入した賛

助会費は返還しないものとする。 

 

（免責事項） 

第１２条 本会は、賛助会員が被ったいかなる損害についてもこれを賠償する責を追わな

いものとする。 

２ 賛助会員が、他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、当該賛助会員は自己の

責任と費用をもって解決し、本会に損害を与えないものとする。 

３ 賛助会員が本規程に抵触する行為又は不正若しくは違法な行為により本会に損害

を与えた場合は、本会は当該賛助会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができ

るものとする。 

 

（協議管轄裁判所） 

第１３条 本会と賛助会員との間で問題が生じたときは、両者誠意をもって協議するもの

とする。 

２ 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、本会の所在地を

管轄する裁判所を賛助会員及び本会の専属合意管轄裁判所とする。 

 

（規定の改廃） 

第１４条 この規程を改廃する場合は、理事会出席者の過半数の決議を要するものとする。 

 

附則（２０２２年３月１０日） 

本規程は議決の日から施行する。 

 

附則（２０２０年４月１日） 

１ 本規程は、２０２０年４月１日から施行する。 

２ 既に賛助会員の方は、この規程による賛助会員とみなす。 

 

附則（２０１６年４月１日） 

１ 本規程は、２０１６年４月１日から施行する。 

２ 既に賛助会員の方は、この規程による賛助会員とみなす。 

 

附則（２００９年４月１日） 

１ 本規程は、２００９年４月１日より施行する。 

２ 既に賛助会員の方は、この規程における賛助会員とみなす。 

 

附則（２０２３年１０月１２日） 

  本規定は、令和 5 年 10 月 12 日から適用する。 

 

附則（２０２４年１１月１４日） 

  本規定は、令和 6 年 11 月 14 日から適用する。 

 

 

 



 

 

別紙            賛 助 会 員 入 会 申 込 書 

令和  年  月  日 

公益社団法人日本こども育成協議会 会長 溝口 義朗 様 

 

 次により、賛助会員の入会を申し込みます。併せて、貴協議会賛助会員規程を遵守する

ことを確約します。 

フリガナ  

申込団体名   

フリガナ  

申込者（代表者）名                             ㊞ 

所 在 地 
 〒 

業種・事業内容  別添パンフレットのとおり  

賛助会費 申込口数  口、 （１口 年額 150,000 円 ） 

連 

 

絡 

 

先 

フリガナ  

ご担当者名   

所  属 部署  役職  

電  話  FAX  

e mail  

入会目的 

（該当する番号をい

くつでも〇で囲んで

ください。）  

１ 協議会が掲げる目的に賛同したから。  

２ 協議会の活動に参加できるから。  

３ 正会員に対して PR 活動ができるから。  

４ 正会員や他の賛助会員と交流ができるから。  

 ５ その他（具体的に               ） 

確認事項（１又は２

について、該当する

方の( )内に〇印を

入れてください。）   

《個人情報の取り扱い》  

１ 賛助会員として、貴団体名を当協議会の Web 及びパンフレット等に掲

載し、公表してよろしいでしょうか。  

 （  ）掲載してよい    （  ）掲載しない  

２ 当協議会からの総会、研修会等のご案内をご希望なされますか。  

  （  ）希望する      （  ）希望しない 

１ 入会の申込でご提供いただきました情報は、当協議会の個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳重

に管理いたします。  

２ 個人情報は、ご同意なく第三者に開示、提供、預託することはありません。  

３ 個人情報は、賛助会員に関する事務手続きに使用します。また、当協議会からの総会、研修会等の

ご案内を希望する場合は、その案内のために使用いたします。  

なお、個人情報をお知らせいただけなかった場合、賛助会員として承認できないことがあります。 

４ 個人情報の開示、訂正、削除またはご不明な点については、次の窓口にご連絡願います。  

 公益社団法人 日本こども育成協議会  

 〒151-0063 東京都新宿区大久保三丁目１０番１号 大久保分庁舎２０１号  

 電話 03(5155)0970  FAX 03(5155)0971 

 e-mail info@nihon-kodomo.jp URL http//www.nihon-kodomo.jp 

mailto:info@nihon-kodomo.jp


【申込方法】  

 必要事項をご記入のうえ、上記 FAX 番号に送信し、原本を当協議会までご送付願います。 

別紙               賛 助 会 員 届 出 事 項 変 更 届 

 

令和  年  月  日 

公益社団法人日本こども育成協議会 

         会長 溝口 義朗 様 

 

 次により、届け出ます。 

フリガナ  

団 体 名  

フリガナ  

代表者名                            ㊞ 

所在地（住所） 

〒 

連 

 

絡 

 

先 

フリガナ  

ご担当者名  

所  属 部署 
 役

職 

 

電  話  FAX  

E mail  

変 更 内 容 

【変更される以下の届出事項を〇で囲んでください。】 

 

①団体名、②代表者名、③所在地、④連絡先 

【変更後の内容を以下にお書きください。】 

１ ご提供いただきました情報は、当協議会の個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳重に管理いたし

ます。 

２ 個人情報は、ご同意なく第三者に開示、提供、預託することはありません。 

３ 個人情報の開示、訂正、削除またはご不明な点については、次の窓口にご連絡願います。 

 公益社団法人 日本こども育成協議会 

 〒169-0072 

 東京都新宿区大久保三丁目１０番１号 大久保分庁舎２０１号 

 電話 03(5155)0970  FAX 03(5155)0971 

 e-mail info@nihon-kodomo.jp  URL http//www.nihon-kodomo.jp 

 

【届出の方法】 

 必要事項をご記入のうえ、上記 FAX番号に送信し、原本を当協議会までご送付願います。 

mailto:info@nihon-kodomo.jp


 

 

別紙        賛 助 会 員 退 会 届 

 

令和  年  月  日 

 

  

 公益社団法人 日本こども育成協議会 

           会長 溝口 義朗 様 

 

 

 

団体名                             

 

 

代表者名                          ㊞ 

 

 

 

  今般、次により、貴協議会の賛助会員を退会いたします。 

 

 １ 退会年月日  令和  年  月  日 

 

 ２ 退会理由 

 

    


